
　

　

　

　

　

公布の日

〇幼児期・学齢期：歯肉炎予防対策の実施
○成人期・高齢期：歯周病予防対策等の実施

〇周術期にある者等の口腔健康管理のための
　多職種連携による歯と口腔の保健医療サー
　ビスに係る情報の提供及び啓発

７施行日

〇オーラルフレイル対策の実施の推進 〇障害を有する者等の適切な歯と口腔の健康
　づくり（多職種連携による居宅での保健医
　療サービスに係る情報の提供等を含む）

〇災害時における歯と口腔の保健医療サービ
　スの提供体制の確保

〇喫煙及び生活習慣病等が歯周病に及ぼす影
  響に係る情報の提供及び啓発

○年次報告（第14条）　○財政上の措置（第15条）６その他

〇スポーツ等によって生じる歯と口腔の外傷
　等の防止及びこれらの軽減のための安全対
　策に係る情報の提供及び啓発

〇期間：毎年11月８日から同月21日まで
○県民運動として定着するよう普及啓発

〇おおむね５年ごとに県民の歯科保健の基礎
　調査を実施　等

○県民が自らむし歯や歯周病等の予防及び口腔機能の維持向上に取り組むこと
○県内全ての地域において、生涯を通じて必要な歯と口腔の保健医療サービスを
受けることができる環境が整備されること

〇歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の
　確保及び資質の向上

〇第11号までの施策のほか、歯と口腔の健
　康づくりの推進に必要な施策

〇歯と口腔の健康が県民の心身の健康に影響を及ぼし、健康で質の高い生活を営
む上で基礎的かつ重要な役割を果たすことに鑑み、県民の生涯にわたる歯と口腔
の健康づくりに関する基本理念を定めるとともに、県及び関係者の役割を明らか
にする。

〇県民の生涯にわたる健康の保持増進・健康寿命の延伸・健康格差の縮小に寄与

１ 目　的
  （第１条）

○　県　：歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画を策定
○市町村：県歯科保健計画の内容を踏まえた歯と口腔の健康づくりに関する計画
　　　　　を策定

３ 各主体の
　 役割等
　（第３条-第８条）

４ 歯科保健
   計画
  （第９条-第10条）

○県の責務（総合的かつ計画的な施策の策定等）、市町村との連携協力等、歯と
口腔の健康づくりの業務に携わる者・保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者
等の責務、事業者及び保険者・県民の役割を明確化

２ 基本理念
　（第２条）

○8020・6424運動(80歳で20本以上の歯を保つこと及び64歳で24本以上の歯を保つ
ことをいう。)の推進

〇歯と口腔の健康づくりに関する自主的な努
　力を促進するため8020・6424運動を推進

〇情報収集及び提供、歯と口腔の健康づくり
　に関する活動に関わる者等との連携体制の
　構築

○生涯にわたるフッ化物応用によるむし歯予
　防対策の普及促進
○学校等におけるフッ化物洗口に関する理解
　の増進・完全な実施に向けた強力な推進

茨城県歯と口腔の健康づくり8020・6424推進条例【概要版】

(条例の一部改正に伴う修正箇所は、赤字で表記)

５ 基本的施策（第11条-第13条）

(１)情報収集等及び連携体制の構築（第11条第1号）

(７)災害時の体制確保（第11条第7号） (８)喫煙等の歯周病への影響に係る啓発等(第11条第8号)

(９)スポーツ等による外傷防止の啓発等(第11条第9号)

(２)8020・6424運動の推進（第11条第2号）

(３)フッ化物応用によるむし歯予防等（第11条第3号） (４)成人期等の歯周病の予防等（第11条第4号）

(５)オーラルフレイル対策（第11条第5号） (６)障害を有する者等への対応（第11条第6号）

(10)周術期にある者等への啓発等(第11条第10号)

(13)茨城県8020・6424運動推進期間（第12条） (14)県民歯科保健基礎調査等（第13条）

(11)人材の確保及び資質の向上（第11条第11号） (12)その他必要な施策（第11条第12号）



茨城県歯と口腔の健康づくり 8020・6424 推進条例の一部を改正する条例 

 

茨城県歯と口腔の健康づくり 8020・6424 推進条例（平成 22 年茨城県条例第 37 号）の

一部を次のように改正する。 

第１条中「口腔の健康づくりが県民の健康づくりに」を「口腔
くう

の健康が県民の心身の

健康に影響を及ぼし，健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を」に、「役

割の重要性にかんがみ」を「ことに鑑み」に改め、「80 歳で 20 本以上の歯を保つこと及

び 64 歳で 24 本以上の歯を保つことを目的とした 8020・6424 運動（以下「8020・6424

運動」という。）の下，歯と口腔の健康づくりに関する」を削り、「が豊かな生活を送る

こと」を「の生涯にわたる健康の保持増進，健康寿命の延伸及び健康格差の縮小」に改

める。 

第２条中「健康づくりは」の次に「，80 歳で 20 本以上の歯を保つこと及び 64 歳で 24

本以上の歯を保つことを目的とした 8 0 2 0
はちまるにいまる

・ 6 4 2 4
ろくよんにいよん

運動（以下「8020・6424 運動」

という。）の下」を加え、「歯周疾患等」を「歯周病等」に、「向上」を「維持向上」に、

「すべて」を「全て」に、「生涯」を「，生涯」に改める。 

第５条中「第 11 条第７号」を「第 11 条第 11 号」に改める。 

第 11 条第３号から第６号までを次のように改める。 

(3) 生涯にわたるフッ化物応用によるむし歯予防対策の普及を促進するとともに，特

に，学校等におけるフッ化物洗口に関する理解の増進及びその完全な実施に向けた

強力な推進を図ること。 

(4) 幼児期及び学齢期における歯肉炎予防対策等の実施並びに成人期（妊産婦期を含

む。）及び高齢期における歯周病予防対策等の実施を推進すること。 

(5) オーラルフレイル（心身の機能の低下をもたらすおそれがある口腔機能の虚弱な 

状態をいう。）対策の実施を推進すること。 

(6) 障害を有する者，介護を必要とする者等の適切な歯と口腔の健康づくり（歯科， 

医科，薬科及び多職種との連携による居宅における歯と口腔の保健医療サービスに 

係る情報の提供及び啓発を含む。）に関すること。 

第 11 条中第８号を第 12 号とし、第７号を第 11 号とし、第６号の次に次の４号を加え 

る。 

(7) 災害時における歯と口腔の保健医療サービスの提供体制の確保に関すること。 

 (8) 喫煙及び生活習慣病等が歯周病に及ぼす影響に係る情報の提供及び啓発に関す

ること。 

(9) スポーツ等によって生じる歯と口腔の外傷，障害等の防止及びこれらの軽減のた 

めの安全対策に係る情報の提供及び啓発に関すること。 

(10) 周術期（手術の前後にわたる期間をいう。）にある者及び睡眠時無呼吸症候群， 

認知症その他の疾患を有する者の口腔の健康管理を適切に行うための歯科，医科，

薬科及び多職種との連携による歯と口腔の保健医療サービスに係る情報の提供及

び啓発に関すること。 

 第 13 条第２項中「罹患」を「罹
り

患」に改める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



○茨城県歯と口腔の健康づくり 8020・6424 推進条例 

平成 22 年 9 月 28 日 

茨城県条例第 37 号 

茨城県歯と口腔の健康づくり 8020・6424 推進条例を公布する。 

茨城県歯と口腔の健康づくり 8020・6424 推進条例 

(目的) 

第 1 条 この条例は，歯と口腔
くう

の健康が県民の心身の健康に影響を及ぼし，健康で質の高い生活を営む上で基

礎的かつ重要な役割を果たすことに鑑み，県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関し，その基本理念

を定め，県，保健医療関係者，福祉関係者及び教育関係者等の責務並びに市町村及び県民等の役割を明らか

にするとともに，歯と口腔の健康づくりの推進に関する計画の策定等について定めることにより，施策を総

合的かつ計画的に推進し，もって県民の生涯にわたる健康の保持増進，健康寿命の延伸及び健康格差の縮小

に寄与することを目的とする。 

(令 7 条例 24・一部改正) 

(基本理念) 

第 2 条 歯と口腔の健康づくりは，80 歳で 20 本以上の歯を保つこと及び 64 歳で 24 本以上の歯を保つことを目

的とした 8 0 2 0
はちまるにいまる

・ 6 4 2 4
ろくよんにいよん

運動(以下「8020・6424 運動」という。)の下，県民が自らむし歯や歯周

病等の予防及び口腔機能の維持向上に取り組むとともに，県内全ての地域において，生涯を通じて必要な歯

と口腔の保健医療サービスを受けることができる環境が整備されることを基本理念として行われなければな

らない。 

(令 7 条例 24・一部改正) 

(県の責務) 

第 3 条 県は，前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり，歯と口腔の健康づくりの推

進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し，及び実施する責務を有する。 

(市町村との連携協力等) 

第 4 条 県は，前条に規定する施策を策定し，及び実施するに当たっては，住民に身近な歯と口腔の保健サー

ビスを実施している市町村との連携協力及び調整に努めなければならない。 

(歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の責務) 

第 5 条 歯科医師，歯科衛生士，歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に携わる者(第 11 条第

11 号において「歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者」という。)は，基本理念にのっとり，県が実施す

る歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策及び市町村が実施する歯と口腔の保健サービスに協力するよう

努めなければならない。 

(令 7 条例 24・一部改正) 

(保健医療関係者，福祉関係者，教育関係者等の責務) 

第 6 条 保健医療関係者，福祉関係者及び教育関係者等は，基本理念にのっとり，県民の歯と口腔の健康づく

りの推進並びに他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものと

する。 

(事業者及び保険者の役割) 

第 7 条 事業者は，基本理念にのっとり，県内の事業所で雇用する従業員が歯科検診(健康診査又は健康診断に

おいて実施する歯科に関する検診を含む。次条第 2項において同じ。)及び歯科保健指導(次項において「歯



科検診等」という。)を受けるための機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう

努めるものとする。 

2 保険者は，基本理念にのっとり，県内の被保険者が歯科検診等を受けるための機会の確保その他の歯と口腔

の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。 

(県民の役割) 

第 8 条 県民は，歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。 

2 県民は，県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策を活用すること及びかかりつけ歯科医

等の支援を受け定期的な歯科検診を受けること等により，自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努める

ものとする。 

(県歯科保健計画) 

第 9 条 県は，県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するための具体的な目標を定めた歯

と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「県歯科保健計画」という。)を策定するものとする。 

(市町村歯科保健計画) 

第 10 条 市町村長は，当該市町村の実情に応じた住民の歯と口腔の健康づくりに関する施策をより継続的かつ

効果的に推進するため，県歯科保健計画の内容を踏まえ，当該市町村における歯と口腔の健康づくりに関す

る基本的な計画(次項において「市町村歯科保健計画」という。)を策定することができる。 

2 県は，市町村が市町村歯科保健計画を策定しようとする場合には，当該市町村の求めに応じ，情報の提供及

び専門的な又は技術的な助言を行うものとする。 

(基本的施策の実施) 

第 11 条 県は，県民の歯と口腔の健康づくりを推進するため，次に掲げる基本的施策を実施するものとする。 

(1) 県民の歯と口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに歯と口腔の健康づくりに関する

活動に関わる者等との連携体制の構築に関すること。 

(2) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深め，かつ，歯と口腔の健康づくりに関す

る自主的な努力を促進するため，8020・6424 運動を推進すること。 

(3) 生涯にわたるフッ化物応用によるむし歯予防対策の普及を促進するとともに，特に，学校等におけるフ

ッ化物洗口に関する理解の増進及びその完全な実施に向けた強力な推進を図ること。 

(4) 幼児期及び学齢期における歯肉炎予防対策等の実施並びに成人期(妊産婦期を含む。)及び高齢期におけ

る歯周病予防対策等の実施を推進すること。 

(5) オーラルフレイル(心身の機能の低下をもたらすおそれがある口腔機能の虚弱な状態をいう。)対策の実

施を推進すること。 

(6) 障害を有する者，介護を必要とする者等の適切な歯と口腔の健康づくり(歯科，医科，薬科及び多職種

との連携による居宅における歯と口腔の保健医療サービスに係る情報の提供及び啓発を含む。)に関するこ

と。 

(7) 災害時における歯と口腔の保健医療サービスの提供体制の確保に関すること。 

(8) 喫煙及び生活習慣病等が歯周病に及ぼす影響に係る情報の提供及び啓発に関すること。 

(9) スポーツ等によって生じる歯と口腔の外傷，障害等の防止及びこれらの軽減のための安全対策に係る情

報の提供及び啓発に関すること。 

(10) 周術期(手術の前後にわたる期間をいう。)にある者及び睡眠時無呼吸症候群，認知症その他の疾患を

有する者の口腔の健康管理を適切に行うための歯科，医科，薬科及び多職種との連携による歯と口腔の保

健医療サービスに係る情報の提供及び啓発に関すること。 

(11) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び資質の向上に関すること。 

(12) 前各号に掲げるもののほか，歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な事項に関すること。 



(令 7 条例 24・一部改正) 

(茨城県 8020・6424 運動推進期間) 

第 12 条 県は，毎年 11 月 8 日から同月 21 日までを茨城県 8020・6424 運動推進期間と定め，8020・6424 運動

に関する県民の理解及び意識の高揚を図り，県民運動として定着するよう普及啓発に努めるものとする。 

(県民歯科保健基礎調査等) 

第 13 条 知事は，県民の歯と口腔の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とするため，おおむね 5

年ごとに，県民の歯科保健の基礎調査(次項において「県民歯科保健基礎調査」という。)を行うものとす

る。 

2 茨城県教育委員会は，学齢期からの県民の歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するため，県民歯科保健基

礎調査のほか，児童及び生徒のむし歯及び歯肉炎の罹
り
患状況について，調査を実施するものとする。 

(令 7 条例 24・一部改正) 

(年次報告) 

第 14 条 知事は，毎年度，県民の歯と口腔の健康づくりの推進に関して講じた施策の実施状況及び成果を取り

まとめ，議会に対し報告するとともに，これを公表するものとする。 

(令 5 条例 33・追加) 

(財政上の措置) 

第 15 条 県は，県民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を推進するため，必要な財政上の措置を講ず

るよう努めるものとする。 

(令 5 条例 33・旧第 14 条繰下) 

付 則 

1 この条例は，平成 22 年 11 月 8 日から施行する。 

2 この条例の施行の際，平成 20 年 3 月に策定された「健康いばらき 21 プラン」は，平成 25 年 3 月 31 日まで

の間に限り，第 9条の規定に基づき策定された県歯科保健計画とみなす。 

付 則(令和 5年条例第 33 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(令和 7年条例第 24 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


